
ステファン・ワイズ

英米調査委員会で証言するヘブライ大のマグネス総長（中央）
とブーバー博士（左）

ベングリオン（左）と
ジェームス・マクドナルド（右）

英米二大国の合同調査

　イギリスはアメリカに応分の負担を期
待し、合同調査による問題の洗いだし
と、その解決策の策定を提案した。か
くして生まれたのが、英米調査委員会

（Anglo-American Committee of 
Inquiry ）である。双方 6 名ずつの委
員編成で、アメリカ側はジョセフ・ハッ
チソン判事、イギリスはジョンソン・シ
ングルトン判事が代表になった。ちなみ
にアメリカ側では、ジェームス・G・マ
クドナルドも委員に任命された。国際
連盟の難民担当高等弁務官（1933 ～
1936）、ルーズベルト大統領の政治難
民に関する諮問委員会議長（1938 ～
1945）をつとめた人物である。
　委員会は、「ユダヤ人移民とその入植
が既存社会住民の福
祉に影響する政治、
経済、社会上の諸問
題」と「ナチとファシ
ズムの犠牲になった
ヨーロッパ諸国のユ
ダヤ人の現状」の調
査 を 目 的 に、1946
年 1 月から意見聴取
を開始した。一行は、
ワシントン、ニュー
ヨークを手 初めに、
ロンドン、中東、北アフリカ、ヨーロッ
パをまわり、そのヨーロッパでは、DP
キャンプのほかワルシャワまで足をのば
して、当地のユダヤ人から事情を聞い
た。

ユダヤ人側の意見

　意見を求められたユダヤ人は、ホロ
コーストの生残りや活動家と文化人の
間で温度差があった。アインシュタイ

ンは、ユダヤ民族の境遇を憂慮し、ヒ
トラー登場には非常な危機感を抱いて
いたが、自分は民族主義者ではないと
断ったうえで、国家に政治目
的を付与する考え方には反
対であるとした。
　エルサレムで意見を求めら
れた哲学者の M・ブーバー
博士と、ヘブライ大の J・マ
グネス総長は、ユダヤ人とア
ラブ人の共存する多民族国
家の建設を主張してやまな
かった。この文化人達の声
は少数派の意見であったが、
ダマスカスとバグダッドのユ
ダヤ人社会は、後難を恐れ、
「共同体は居住する国家に帰属する」と、

建前しか語らなかった（しかし、
二つの社会は、高まる反ユダ
ヤ環境の中で 30 年足らずの
間に潰滅した）。
　ワイツマンやベングリオン、
シャレットは熱弁をふるい、一
方アメリカのシオニスト緊急委
員会（AZEC）では、運動の
長老格であるステファン・ワイ
ズが、ユダヤ人国家建設の必
要性を諄

じゅんじゅん
々と説いた。しかる

に、もうひとりの長老であるア
バ・ヒレル・シルバー（当時ア

メリカ・シオニスト機構会
長、ユダヤ機関アメリカ部
会長を兼任）は、調査委
員会がイギリス政府の隠れ
みのと考え、その調査活
動そのものに反対した。シ
オニズム運動に反対してい
たアメリカ ･ユダヤ人委員
会は、ホロコーストの体験
を踏まえ、建国を支持する
に至った。ユダヤ人側の意

見を総括すれば、その要求は、ユダヤ
人国家の独立、10 万人の可及的速や
かな移住、ユダヤ機関への移住管理権
の移譲、土地売買制限の廃止である。

アラブ側の要求

　調査委員会は、アラブ側から 42 人
の意見を聴取した。ワシントンではアラ
ブ問題研究所の代表 3 名、ロンドンで
はシリア、レバノン、イラク及びサウジ
アラビアの代表団と会い、カイロでは
アラブ連盟のアブデル・ラーマン・アッ
ザム事務総長、北アフリカ・アラブ代

表のハビブ･ブルギバ（後
にチュニジア大統領）と
面会した。更に委員会
は、前記代表団の出身
地及びトランスヨルダン
にも足をのばして、意見
を聴取した。アラブ側は、
ユダヤ人に対する土地売
却の禁止、ユダヤ人移民
の完全中止、全パレスチ
ナを領土とするアラブ国

「イスラエル建国史」
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【これまでの流れ】

　第二次世界大戦の終了直後、ヨー
ロッパには強制収容所に取り残され、
また頻発するポグロム（ユダヤ人虐殺）
のために出身地を追われた数十万のユ
ダヤ人がいた。路頭に迷うユダヤ人の
窮状に同情した米国トルーマン大統領
は、英国のアトリー首相にパレスチナ
へのユダヤ人受け入れを求めたが、英
国はそれを拒否した。英当局は、非合
法的にでも移住しようとパレスチナの
地に押し寄せるユダヤ人を強制的に追
い返し、キプロスなどの収容所へと送っ
ていた。この状況を見かねたユダヤ人
社会は、反英闘争を開始し、英当局は
状況悪化を防ぎきれなくなっていった。

　　『つのぶえ』紙に掲載された「イスラエル建国史」の過去記事は、
ハーベストタイムのウェブサイト（http://www.harvesttime.tv/news-
topics/history-of-israel/）で公開しています。



ユダヤ・中東研究家  滝川 義人   

ハーバート・モリソン

英米調査委員会で証言するベングリオン

介入せざるを得ない、と判断
していた。

英米調査委員会の勧告

　英米調査委員会は、1946
年 4 月 20 日付で勧告をまと
め、5 月1日に発表した。次
の骨子である。

・迫害の犠牲者 10 万の可及
的速やかな受入れ。

・1940 年の土地取引規制法の廃止。
・アラブ・ユダヤ両社会の生活水準の

格差是正を目的とする新事業の導入。
・パレスチナは、ユダヤ人国家アラブ人

国家のいずれにもしない。引続き委
任統治下におき、国連の信託理事会
による信託統治の適用は
先送りする（注、パレスチ
ナの委任統治は、国際連
盟が承認したのであるが、
その連盟は、国連誕生の
翌年にあたる1946 年 4
月に解散した）。

　ユダヤ機関は公式声明を
ださなかったが、10 万人の
速やかな移住許可を求めるこ
とに変りはなかった。アラブ
側は勧告を全面的に拒否し
た。合同の調査委員会を送り
だした当の英米両政府の間で
は、4 項目のうち第 1 項だけ
が争点となってしまった。アメ
リカ政府は全項目を支持した
が、10 万人の即時移住許可で、
イギリスと対立することになっ
たのである。
　イギリス政府は、「ユダヤ人をヨーロッ
パから追い出してしまうべきではない」
とし、「ヨーロッパのユダヤ人の社会復帰
問題は、パレスチナだけで解決できない」
と主張した。更に、10 万人を受入れる
ならば、「アラブの反

はんぱつ
撥でパレスチナ情

勢は一段と悪化し、1個師団を増強し
なければならない。大戦は終り、国民

が復員を望んでいる時であり、増強は
支持を得られない」と主張、「圧力に屈
して移住許可をだしたとの印象を避け
るためにも、ユダヤ武装組織の武装解
除と解散が前提になる」とした。

自治州連邦案の登場

　解決策を更に精査する必要があると
して、英米各 3 名の委員で構成される
委員会が、再び設置された。アメリカ
側はヘンリー・Ｆ・グラディ国務次官補、
イギリスは内閣官房長のサー・ノーマン・
ブロックが代表し、「英米調査委員会の
勧告から生じた問題点について解決策
を提案する」のが、この委員会の任務で、

ハーバート･ モリソン副首
相が議長役で検討に入っ
た。委員会は、イギリス外
務省の受入れる解決案を
策 定し、1946 年 7 月 31
日に副首相が、英下院で
発表した。「モリソン・グ
ラディプラン」と呼ばれる
が、次のようなパレスチナ
自治州連邦化構想である。

1．委任統治領を、ユダヤ
自治州、アラブ自治州、エ
ルサレム地区（ベツレヘム
を含む）、ネゲブ地区に分
ける。
2．英政府は、二つの地
区を直轄地とし、パレスチ
ナ全域の防衛、国内治安、
法務、外交及び通関をつ
かさどる。

3．ユダヤ人移民は、経済的吸収力に
応じてユダヤ自治州だけに移住で
きる。吸収力の算定は、英政府の
権限とする。

4．ＤＰキャンプの10 万人移住は、ア
ラブ、イスラエル双方がこのプラン
を受入れることを条件とする。

 1937 年長崎県生まれ。
早稲田大学第一文学部卒業。イスラエル大使館チーフ・インフォメーション・
オフィサー（1968 ～ 2004）として勤務。
現在、MEMRI（メムリ、中東報道研究機関）日本代表。ユダヤ、中東研究者。
主要著書 :『ユダヤ解読のキーワード』（新潮社）、『ユダヤを知る事典』（東
京堂出版）など多数。
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家の即時独立を求めた。
　そのなかで、レバノンのマロン派キ
リスト教徒社会とシリア正教会社会だ
けは、ユダヤ人国家の独立を支持した。
委員会の聴取に応じようとしたところ、
当局に出席を阻止されたので、1946
年 3 月19 日付で覚書を委員会に送り、
支持を表明したのである。

イギリスの立場

　イギリスは、シオニストのレジスタン
スが、自国の世界戦略上不可欠な英米
同盟を動揺させると考えていたが、シ
オニスト寄りの解決はアラブの離反につ
ながり、そのアラブはモスクワに接近す
るとみた。更に、パレスチナの分割は、
存続の可能性が薄い二つの国家をつく
りだすに過ぎない。イギリスは、経済
上戦略上中東に軍事基地を確保し、パ
レスチナを統合した形で保持しておく必
要がある。これが、イギリスの基本的
立場であった。

アメリカの判断

　アメリカには、トルーマンの同情とは
別に国防省と国務省の立場があった。
大戦後石油は戦略物資としての重要性
を一段と増し、冷戦の中で中東とその
資源は米ソの綱引きの対象となった。
パレスチナは貴重な戦略基地であり、
イギリスのコントロール下に置いていた
方がよい。パレスチナの分割は、ソ連
の中東浸透の足がかりになる。一方国
防省筋は、パレスチナのユダヤ人武装
勢力が重火器を持つ周辺アラブ諸国の
正規軍より装備と兵力に置いて格段に
劣ると考え、軍事衝突では、ひとたま
りもない。戦争になるとソ連阻止の為

【次号へつづく】

ヘンリー・グラディ


